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◎議案補充説明 

（１）議案第 ４号「令和５年度三重県一般会計予算」（関係分） 

（２） 議案第１５号「令和５年度三重県港湾整備事業特別会計予算」

（３）議案第１９号「令和５年度三重県流域下水道事業会計予算」 
 
  

県土整備部 
 

 

令和５年度当初予算のポイント・主要事業 

 

 

 

１ 予算編成にあたっての基本的な考え方 
 

 

（１）強靱な県土づくりの強力な推進 

 

近年の激甚化・頻発化する風水害や切迫する地震災害等に屈しない、強靱な県土づくり

に向けて、「５年後の達成目標」を踏まえ「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速

化対策」を計画的に進めます。また、道路ネットワークの機能強化対策や、インフラの老

朽化対策、流域治水プロジェクトの本格的な展開等を着実に推進するとともに、水害リス

ク情報の充実・強化による住民避難の支援や、初動を迅速化する危機管理体制の強化に取

り組みます。 

 

 

（２）暮らしに身近な課題への対応の強化 

 

暮らしの安全・安心を実感していただけるよう身近な課題への対応を強化します。効果

的できめ細かな道路除草の実現に向けた取組を進めるなど適切な維持管理を行うとともに、

通学路の交通安全対策、河川・砂防ダムの堆積土砂の計画的な撤去、良好な住環境の整備

を進めます。 

 

 

（３）デジタル化（ＤＸ）、グリーン化（ＧＸ）の推進 

 

道路ＡＩカメラや危機管理型水位計によるモニタリング体制の拡充や、ＬＰデータ（三

次元空間データ）を活用した法面点検など、ＩＣＴを活用したインフラマネジメントの高

度化を進めます。また、グリーンインフラの積極的な導入や、トンネル照明のＬＥＤ化、

カーボンニュートラルポート形成計画の策定に向けた取組など脱炭素化を推進するととも

に、街路樹の樹形管理や地域との協働による花植えなど空間のグリーン化もメリハリをつ

けて進めます。 
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（４）豊かで活力のある地域づくりの推進 

 

産業の活性化に向けて、地域間交流を促進する道路ネットワークの拡充を進めます。ま

た、人口減少対策に寄与する賑わいを創出するため、道路空間の再編やコンパクトで賑わ

いのあるまちづくりの取組を推進します。さらに、観光誘客の促進に向けて、公園の整備

や、アクセス道路の改善、インフラ空間の観光資源としての活用に積極的に取り組みます。 

 

 

（５）公共事業の的確な推進 

 

公共事業を効率的かつ円滑に実施し、引き続き順調な執行を確保するため、「第三次三

重県建設産業活性化プラン」に基づく労働環境の改善やＩＣＴの活用、担い手の確保、ま

た、不当要求対策の強化等を推進するとともに、次期プランの計画策定に取り組みます。 

 

 

２ 主な重点項目 

 
（１）強靱な県土づくりの強力な推進 

 
◎直轄道路事業  

予算額 １２，３０１，９１８千円           [道路企画課（224-3016）] 

（ １４，５７８，０８５千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算 １，０９６，５００千円（５か年加速化対策分） 

１，１７９，６６７千円（その他分） 

地方創生、国土強靱化に資する幹線道路ネットワーク構築・機能強化を促進し

ます。 

 

◎道路改築事業 

予算額  ８，９７２，９３７千円           [道路建設課（224-2630）] 

（ １０，４５７，９２６千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算 １，４１１，４８９千円（５か年加速化対策分） 

７３，５００千円（その他分） 

高速道路や国管理の国道を補完し、地域間交流を促進する幹線道路ネットワー 

クの拡充を進めます。 

 

◎緊急輸送道路等機能確保事業  

予算額  ７，２３０，５２９千円           [道路建設課（224-2672）] 

[道路管理課（224-2677）] 

（  ９，３４５，７８３千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算 １，８６９，２５４千円（５か年加速化対策分） 

              ２４６，０００千円（その他分） 

緊急輸送道路等の橋の耐震・流失対策、道路の土砂崩れ対策、車両のすれ違い 

困難箇所の道幅拡幅を進めます。 
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◎流域治水事業  

予算額   ７，６３０，６３４千円             [河川課（224-2679）] 

（  １１，８４９，９６４千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算 ４，２１９，３３０千円（５か年加速化対策分） 

流域全体で水害を軽減させる治水対策を取りまとめた「流域治水プロジェクト」

の取組を進めます。治水上、重要度の高い河川の改修を重点的に進めることで治

水安全度の向上を図るとともに、大型水門等の耐震対策を進めます。また、鳥羽

河内ダムは、令和５年度から本体工事に着手します。さらに、気候変動をふまえ

た河川整備計画の策定に取り組みます。 

 

◎土砂災害防止対策事業 

予算額   ３，１２８，３４７千円           [防災砂防課（224-2697）] 

（   ４，３１９，９６７千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算 １，１９１，６２０千円（５か年加速化対策分） 

砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止施設の整備を進めます。また、土砂災害警 

戒区域等の指定について基礎調査を進めます。 

 

◎高潮等対策事業  

予算額   ２，３５４，８３３千円         [港湾・海岸課（224-2690）] 

（   ３，０９７，８３３千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算   ７４３，０００千円（５か年加速化対策分） 

堤防等の高潮・侵食対策、耐震対策、海岸堤防強靱化対策を進めます。 

 

◎港湾事業 

予算額     ８０８，５００千円          [港湾・海岸課（224-2691）] 

（     ８８１，７００千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算    ７３，２００千円（５か年加速化対策分） 

港湾施設の定期点検・補修を実施するとともに、岸壁等の老朽化対策を進めま

す。また、臨港道路橋梁の耐震対策を進めます。 

 

◎インフラメンテナンス事業 

予算額   ３，２６４，１９２千円          [道路管理課（224-2677）] 

[河川課（224-2686）] 

[港湾・海岸課（224-2700）] 

[防災砂防課（224-2705）] 

（   ５，６６５，６０２千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算 ２，４０１，４１０千円（５か年加速化対策分） 

老朽化が進んでいる道路・河川・海岸・土砂災害防止施設について、長寿命化

計画に基づく計画的な点検や効果的な修繕・更新を行います。 
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◎街路事業 

予算額   １，１４８，０００千円           [都市政策課（224-2706）] 

（   １，１７９，５００千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算    ３１，５００千円（５か年加速化対策分）

「三重県無電柱化推進計画」の方針に基づき、電柱倒壊の危険性の高い市街地 

の緊急輸送道路において、電線類の地中化を行うなど、街路事業による市町のま

ちづくりを進めます。 

 

◎流域下水道事業 

予算額   ８，７４９，６０１千円         [下水道事業課（224-2725）] 

（   ８，８４９，２０１千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 
※うちR4年度1月補正予算    ９９，６００千円（５か年加速化対策分） 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、流域下水道の整備を推進

するとともに施設の老朽化対策を進めます。 

 

 

（２）暮らしに身近な課題への対応の強化 

 

◎道路維持管理事業  

予算額   ７，５１４，１８６千円      [道路管理課（224-2675）] 

道路利用者が安全・安心・快適に利用できるよう、剥離が進行する道路の路面

標示について、警察と連携しながら、一定の水準の確保・定常化を進めるととも

に、効果的できめ細かな道路除草に取り組みます。 

 

◎交通安全対策事業 

予算額   １，６４０，７６５千円          [道路管理課（224-2677）] 

（   １，８６８，１１５千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

千葉県八街市の事故をふまえた合同点検や通学路交通安全プログラムの対策箇

所について、関係者と連携しながら、スピード感を持って対応します。 

 

◎道路改築事業【再掲】 

予算額   ８，９７２，９３７千円           [道路建設課（224-2630）] 

（  １０，４５７，９２６千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

身近な生活道路において車両のすれ違いが困難な箇所の解消など、安全で円滑 

な交通の確保に向けた整備を進めます。 

 

◎堆積土砂対策事業 

予算額   ４，２７５，７００千円         [河川課（224-2686）] 

                     [防災砂防課（224-2705）] 

     河川や砂防えん堤に堆積した土砂の撤去、樹木の伐採を積極的に進めます。 

 

◎海岸ごみ撤去事業 

予算額      ７０,１６９千円      [港湾・海岸課（224-2700）] 

海岸漂着物や流木等を撤去するとともに、海水浴場等の清掃を行います。 
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◎流域下水道事業 【再掲】 

予算額   ８，７４９，６０１千円         [下水道事業課（224-2725）] 

（   ８，８４９，２０１千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、流域下水道の整備を推進

するとともに施設の老朽化対策を進めます。 

 

◎住宅・建築物耐震促進事業 

予算額     １５６，６９６千円       [住宅政策課（224-2720）] 

                           [建築開発課（224-2752）] 

木造住宅の耐震診断、耐震改修、除却等を支援するほか、低コストの補強工法

の普及を図るため、設計者や施工者向けの講習会を開催します。また、避難路沿

道建築物の耐震診断や耐震改修等に対する支援を行います。 

 

◎空き家対策支援事業 

予算額       ５，０３０千円       [住宅政策課（224-2720）] 

特定空家等の除却や移住定住のための空き家リフォームを支援します。また、

県民の皆さん等を対象にした空き家の適正管理や活用に係るセミナーを開催しま

す。 

 

◎公営住宅建設事業 

予算額     ２７２，９９６千円      [住宅政策課（224-2703）] 

既存県営住宅の施設の長寿命化のため、外壁改修および屋上防水改修工事等を 

行うとともに、居住性を高めるため、バリアフリー改修や子育て世帯向けの住戸

内の改修工事を行います。 

 

◎建築基準法施行事業  

予算額      １０，９４６千円      [建築開発課（224-2752）] 

不特定多数の者が利用する既存建築物の適正な維持保全のための指導・助言を 

行うとともに、新築建築物等の完了検査など建築基準法の遵守を促します。 

 

 

（３）デジタル化（ＤＸ）、グリーン化（ＧＸ）の推進 

 

◎緊急輸送道路等機能確保事業【再掲】 

予算額   ７，２３０，５２９千円          [道路管理課（224-2677）] 

（   ９，３４５，７８３千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

潜在的な災害危険箇所の把握に向けてＬＰデータ（三次元空間データ）を活用

した法面点検に取り組みます。 

 

◎道路ＤＸ事業 

予算額      ２７，３００千円      [道路管理課（224-2677）] 

道路施設の利用・管理を効率的かつ効果的にマネジメントするため、ＩＣＴや

ＡＩを活用したモニタリング体制の拡充や点検の高度化などを進めます。 
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◎河川ＤＸ事業 

予算額     ３１，０００千円         [河川課（224-2682）] 

河川ＤＸ中期計画に基づき、河川の監視カメラや危機管理型水位計の設置を進

めます。 

 

◎道路維持管理事業【再掲】 

予算額  ７，５１４，１８６千円       [道路管理課（224-2675）] 

     街路樹の樹形管理や地域との協働による花植え、美化活動など空間のグリーン 

化に取り組みます。 

 

◎（新）カーボンニュートラルポート形成計画策定事業  

予算額     ３０，０００千円      [港湾・海岸課（224-2691）] 
＜事業実施期間：令和５年度＞ 

重要港湾（津松阪港、尾鷲港）の特性や港湾利用者の意見をふまえ、港湾の脱

炭素化に向けたロードマップを作成します。 

 

 

（４）豊かで活力のある地域づくりの推進 

 

◎直轄道路事業【再掲】 

予算額  １２，３０１，９１８千円          [道路企画課（224-3016）] 

（  １４，５７８，０８５千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

地方創生、国土強靱化に資する幹線道路ネットワーク構築・機能強化を促進し 

ます。 

 

◎道路改築事業【再掲】 

予算額   ８，９７２，９３７千円          [道路建設課（224-2630）] 

（  １０，４５７，９２６千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

高速道路や国管理の国道を補完し、地域間交流を促進する幹線道路ネットワー 

クの拡充を進めるとともに、観光地へのアクセス道路等の整備を進めます。 

 

◎道路調査事業 

予算額     ５２，９５０千円        [道路企画課（224-2739）] 

地域の自立的発展や地域間の連携を支える高規格道路の早期整備や事業化に向

け、調査・検討を進めます。また、道路空間の再編などによる賑わい空間の創出

や公共交通との利便性の向上を図るため、津駅周辺において、社会実験も含めて

整備方針の具体化を進めます。 

 

◎都市公園整備事業 

予算額   １，０７９，６２３千円          [都市政策課（224-2706）] 

（   １，１１８，９７７千円   ※R4年度1月補正予算含みベース） 

広域的な集客力を強化し観光等の誘客を促進するための官民連携による公園の 

整備・運営管理や、安全安心を確保する老朽化対策等を推進します。 
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◎都市計画策定事業 

予算額      ６２，２１７千円      [都市政策課（224-2718）] 

まちづくりを進めるため、都市計画決定（変更）の基礎資料となる、人口規模

や土地利用等に関する現況および将来の見通しについての基礎調査を行います。 

 

 

（５）公共事業の的確な推進 

 

◎公共事業評価制度事業 

予算額         ８０２千円    [公共事業運営課（224-2915）] 

「三重県公共事業評価審査委員会」を開催し、公共事業の再評価・事後評価を 

行うことにより、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し、適正な執行を行いま

す。 

 

◎入札等監視委員会開催事業 

予算額         ３９６千円       [建設業課（224-2723）] 

「三重県入札等監視委員会」を開催し、公共工事の公正性・透明性を確保しつ

つ、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用

を行います。 

 

◎公共工事進行管理システム事業 

予算額     １５９，６７０千円      [技術管理課（224-2208）] 

予算の枠付や事業執行、検査など、公共事業執行に必要な一連の事務手続きに

使用する進行管理システムの更新を行います。 

 

◎次期三重県建設産業活性化プラン策定事業 

予算額       ２，８２９千円    [公共事業運営課（224-2915）] 

第三次三重県建設産業活性化プランの取組の効果検証を行い、次期三重県建設

産業活性化プランを策定します。 
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（単位：千円）

通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等

(104,654,277) (84,243,938) (20,410,339) (104,970,732) (90,123,367) (14,847,365) (100%) (107%) (73%)

84,243,938          84,243,938          -                      90,123,367          90,123,367          -                      107% 107% -               

(155,896) (155,896) -                      (154,396) (154,396) -                      (99%) (99%) -               

155,896 155,896 -                      154,396 154,396 -                      99% 99% -               

(25,488,728) (25,078,728) (410,000) (25,975,605) (25,876,005) (99,600) (102%) (103%) (24%)

25,078,728 25,078,728 -                      25,876,005 25,876,005 -                      103% 103% -               

(130,298,901) (109,478,562) (20,820,339) (131,100,733) (116,153,768) (14,946,965) (101%) (106%) (72%)

109,478,562         109,478,562         -                      116,153,768         116,153,768         -                      106% 106% -               

（単位：千円）

通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等

(39,804,655) (24,743,316) (15,061,339) (35,797,977) (25,018,583) (10,779,394) (90%) (101%) (72%)

24,743,316          24,743,316          -                      25,018,583          25,018,583          -                      101% 101% -               

(18,041,795) (12,692,795) (5,349,000) (18,958,013) (14,890,042) (4,067,971) (105%) (117%) (76%)

12,692,795          12,692,795          -                      14,890,042          14,890,042          -                      117% 117% -               

21,685,108          21,685,108          -                      24,776,024          24,776,024          -                      114% 114% -               

(79,531,558) (59,121,219) (20,410,339) (79,532,014) (64,684,649) (14,847,365) (100%) (109%) (73%)

59,121,219          59,121,219         -                      64,684,649          64,684,649         -                      109% 109% -               

922,333              922,333              -                      1,448,694            1,448,694            -                      157% 157% -               

(7,635,895) (7,635,895) -                      (7,398,827) (7,398,827) -                      (97%) (97%) -               

7,635,895            7,635,895            -                      7,398,827            7,398,827            -                      97% 97% -               

(88,089,786) (67,679,447) (20,410,339) (88,379,535) (73,532,170) (14,847,365) (100%) (109%) (73%)

67,679,447          67,679,447          -                      73,532,170          73,532,170          -                      109% 109% -               

16,564,491          16,564,491          -                      16,591,197          16,591,197          -                      100% 100% -               

(104,654,277) (84,243,938) (20,410,339) (104,970,732) (90,123,367) (14,847,365) (100%) (107%) (73%)

84,243,938          84,243,938          -                      90,123,367          90,123,367          -                      107% 107% -               
合　　計

公
 

共
 

事
 

業

県 単 公 共 事 業

災 害 復 旧 事 業

小　　計

計

受 託 公 共 事 業

そ の 他 事 業
（ 非 公 共 事 業 ）

国 補 公 共 事 業

直 轄 事 業

令和５年度当初予算 会計別・事業別一覧表（県土整備部）

特 別 会 計
【 港 湾 整 備 事 業 】

令和４年度
当初予算　Ａ

令和５年度
当初予算　Ｂ

対前年度比
Ｂ／Ａ区　　分

１ 会計別総括表　　　

令和５年度
当初予算　Ｂ

令和４年度
当初予算　Ａ

企 業 会 計
【 流 域 下 水 道 事 業 】

一 般 会 計

２ 事業別総括表 （一般会計）

対前年度比
Ｂ／Ａ区　　分

合　　計

－
県
土
整
備
部
８
－
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３ 主な事業別明細表（一般会計） （単位：千円）

通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等 通常分 国土強靱化等

(14,756,053) (8,109,685) (14,756,030) (5,454,017) (88%) (100%) (67%)

14,756,053 - 14,756,030 - 100% 100% - 

(5,751,117) (5,175,975) (5,745,167) (4,163,177) (91%) (100%) (80%)

5,751,117 - 5,745,167 - 100% 100% - 

(2,113,000) (1,475,200) (2,415,740) (1,099,700) (98%) (114%) (75%)

2,113,000 - 2,415,740 - 114% 114% - 

(1,850,150) (300,479) (1,828,650) (62,500) (88%) (99%) (21%)

1,850,150 - 1,828,650 - 99% 99% - 

272,996 - 272,996 - 100% 100% - 

(24,743,316) (15,061,339) (25,018,583) (10,779,394) (90%) (101%) (72%)

24,743,316 - 25,018,583 - 101% 101% - 

(9,410,832) (3,441,000) (12,301,918) (2,276,167) (113%) (131%) (66%)

9,410,832 - 12,301,918 - 131% 131% - 

(2,906,242) (1,685,000) (2,316,473) (1,653,450) (86%) (80%) (98%)

2,906,242 - 2,316,473 - 80% 80% - 

(362,663) (210,000) (258,593) (130,000) (68%) (71%) (62%)

362,663 - 258,593 - 71% 71% - 

(13,058) (13,000) (13,058) (8,354) (82%) (100%) (64%)

13,058 - 13,058 - 100% 100% - 

(12,692,795) (5,349,000) (14,890,042) (4,067,971) (105%) (117%) (76%)

12,692,795 - 14,890,042 - 117% 117% - 

7,212,472 - 8,237,633 - 114% 114% - 

14,104,167 - 16,134,017 - 114% 114% - 

368,469 - 404,374 - 110% 110% - 

21,685,108 - 24,776,024 - 114% 114% - 

(59,121,219) (20,410,339) (64,684,649) (14,847,365) (100%) (109%) (73%)

59,121,219 - 64,684,649 - 109% 109% - 
合　　　計

直
轄
事
業

道 路 事 業

河川砂防事業

港 湾 事 業

公 園 事 業

計

計

県
単
公
共
事
業

建 設

維 持

調 査 等

対前年度比
Ｂ／Ａ

道 路 事 業

河川砂防事業

令和４年度
当初予算　Ａ

区　　　　　　　　分
令和５年度

当初予算　Ｂ

国
補
公
共
事
業

住 宅 事 業

(22,865,738) (20,210,047)

14,756,053 14,756,030

(10,927,092) (9,908,344)

5,751,117 5,745,167

計

(3,588,200) (3,515,440)

2,113,000 2,415,740

25,018,583

(39,804,655) (35,797,977)

24,743,316

港湾海岸事業

都市計画事業

272,996272,996

(2,150,629)

1,850,150 1,828,650

(1,891,150)

2,316,473

(18,041,795)

12,301,918

(12,851,832) (14,578,085)

24,776,024 

16,134,017 

404,374 

8,237,633 

(388,593)

12,692,795 14,890,042

258,593

(18,958,013)

(21,412)

13,058 

(79,531,558) (79,532,014)

59,121,219

9,410,832

2,906,242

362,663

(26,058)

13,058 

(572,663)

64,684,649

7,212,472 

14,104,167 

21,685,108 

(4,591,242) (3,969,923)

368,469 
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（単位：千円）

(14,127,131) (14,120,626) (100%)

14,127,131           14,120,626           100%

(13,919,953) (14,100,486) (101%)

13,919,953           14,100,486           101%

(207,178) (20,140) (10%)

207,178               20,140                 10%

(211,353) (53,608) (25%)

211,353               53,608                 25%

(10,924,620) (11,195,481) (102%)

10,514,620           11,095,881           106%

(11,568,775) (11,875,119) (103%)

11,158,775           11,775,519           106%

(8,482,931) (8,849,201) (104%)

             8,072,931              8,749,601 108%

(410,000) (99,600) (24%)

                        -                         -                         -

(△644,155) (△679,638) (106%)

△ 644,155 △ 679,638 106%

※ 各表の令和４年度当初予算の各欄の（　　）書きは、国の補正予算に係る令和３年度１月補正予算計上額を合算しています。

※ 各表の令和５年度当初予算の各欄の（　　）書きは、国の補正予算に係る令和４年度１月補正予算計上額を合算しています。

※ 各表の令和４年度当初予算の「国土強靱化等」欄は、国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を含めた国の補正予算に係る令和３年度１月補正予算計上額を示しています。

また、令和５年度当初予算の「国土強靱化等」欄は、国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を含めた国の補正予算に係る令和４年度１月補正予算計上額を示しています。

※ 「１ 会計別総括表」の「企業会計【流域下水道事業】」欄は、「４ 企業会計（流域下水道事業）の概要」の収益的支出および資本的支出の合計を示しています。

４ 企業会計（流域下水道事業）の概要

令和４年度
当初予算

Ａ

令和５年度
当初予算

Ｂ

対前年度比
Ｂ／Ａ

うち、建設改良費

うち、国土強靱化
等

資本的収支差
 (ｳ)-(ｴ)

収益的収入 (ｱ)

収益的支出 (ｲ)

収益的収支差
 (ｱ)-(ｲ)

純損益（税抜き）

資本的収入 (ｳ)

資本的支出 (ｴ)
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217

180

398

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34
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（１）議案第 ４号「令和５年度三重県一般会計予算」（関係分） 

（３）議案第１９号「令和５年度三重県流域下水道事業会計予算」 

 

指定管理者の更新について 

 

１ 指定管理者を更新する施設 

  下表に掲げる施設については、指定管理者制度を導入し、民間事業者がその管理運

営を行っていますが、令和６年３月 31日をもって、５年間の指定期間が満了するため、

債務負担行為を設定のうえ更新にかかる手続を行います。 

 

表 各施設における指定管理者制度導入年度等 

施設名 
指定管理者制度 

導入年度 
現在の指定管理期間 

三重県流域下水道施設 平成 18年度 令和元年度～令和５年度 

三重県営住宅＜北勢ブロック＞ 平成 18年度 令和元年度～令和５年度 

三重県営住宅及び三重県特定公共賃

貸住宅＜中勢・伊賀ブロック＞ 
平成 18年度 令和元年度～令和５年度 

三重県営住宅及び三重県特定公共賃

貸住宅＜南勢ブロック＞ 
平成 18年度 令和元年度～令和５年度 

三重県営住宅＜東紀州ブロック＞ 平成 18年度 令和元年度～令和５年度 

 

２ 指定管理者制度の活用にあたっての基本的事項 

（１）指定管理者制度活用の目的（期待する効果） 

   民間が持つ知恵や豊富な知識などを効果的に活用することにより、各施設の効用

を最大限に発揮し、もって、県民サービスの向上及び経費の節減を図るとともに、

県がめざす施策の実現に寄与するため、指定管理者制度を活用します。 

 

（２）指定管理者が行う業務の範囲 

   指定管理者が行う業務の具体的な内容は、次のとおりです。 

   なお、指定管理者が業務の遂行にあたり、県民に提供していただくサービスの水

準を確保するため、個々の業務区分ごとに具体的な「要求水準」を定めるとともに、

業務の質の向上を図るため、「成果目標」を定めることを予定しています。 

・施設の運営に関する業務 

・施設の維持管理に関する業務 

・施設の利用許可等に関する業務 
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（３）各施設個別の基本的事項 

   別紙「各施設個別の基本的事項」のとおり 

 

（４）利用料金制の考え方 

   「三重県流域下水道施設」における市町の負担金は、当該市町の意見を聞いたう

えで県議会の議決を経て定めることとされ、「三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸

住宅」の家賃等も事業主体である県自らが決定すべきものとされていることから、

指定管理者において料金を定めることはできません。 

 

（５）指定の期間（予定） 

   指定の期間は、指定管理者制度に関する取扱要綱第４条に規定する指定管理期間

の標準に基づき、令和６年４月１日から令和 11年３月 31日までの５年間（前回募

集時と同様）を予定しています。 

 

３ 指定管理者の募集及び選定に関する事項 

（１） 募集の方法 

○ 三重県流域下水道施設 

    三重県流域下水道施設は、県民生活の重要なライフラインとして、県内のすべて

の処理施設の運転管理と設備等の維持管理業務を統括的に行い、適正に汚水を処理

する運営が求められます。この役割を果たすことができるのは、昭和63年以来、適

正に施設を運営し、施設の能力や状態を熟知している公益財団法人三重県下水道公

社以外にはないと考えられることから、同公社を指名し、公募によらず指定管理候

補者を選定することとします。 

  ○ 三重県営住宅＜北勢ブロック＞ 

○ 三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅＜中勢・伊賀ブロック＞ 

○ 三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅＜南勢ブロック＞ 

○ 三重県営住宅＜東紀州ブロック＞ 

    広く民間のノウハウを活用し、より一層の効果的・効率的な管理運営を図るため、

指定管理者を公募により選定する予定です。 

    その際、県内産業の振興や雇用の確保の観点から「三重県内に本店、支店又は事

務所等を有する法人等であること」とする地域要件を設けることとします。 
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（２）選定委員会の構成と委員選定の視点 

   指定管理候補者の選定にあたり、その選定過程や手続きの透明性・公平性を高め

ていくため、県職員以外の有識者等で構成する下水道施設と県営住宅関係の２つの

「指定管理者選定委員会」を設置します。 

   選定委員会は、学識、経験、男女比などを考慮のうえ、経営に関する専門的な見識

を有する者、公共土木施設・建築物に関する有識者、施設利用代表者・地域住民代表

者（公募により選定）などによる計５名の委員で構成することを予定しています。 

 

（３）審査の方法及び審査基準等の考え方 

   選定委員会では、事業者から提出された事業計画書等についてヒアリングを実施

したうえで、次の選定基準等に基づき総合的な審査を行います。 

   県は選定委員会の審査結果をふまえ、最適と認められる者を指定管理候補者とし

て選定します。 

〔選定基準〕 

① 事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。 

② 事業計画の内容が、各施設の適切な維持管理を図ることができるものであるこ

と。 

③ 事業計画の内容が、各施設の特性に応じてその効用を最大限発揮できるもので

あり、県民サービスの向上を図ることができるものであること。 

④ 事業計画の内容が、各施設の管理にかかる経費を節減し、管理の効率化を図る

ものであること。 

⑤ 指定を受けようとするものが、事業計画に沿った管理を安定して行うために必

要な人員及び財政的基礎を有していること。 

   なお、詳細な審査基準、配点については、選定委員会で決定します。 

 

４ 今後の日程に関する事項（予定） 

  令和５年 ２月  令和５年２月定例月会議へ債務負担行為設定の予算議案を提出 

６月  選定委員会の開催（審査基準、配点表等を決定） 

       ８月  申請受付開始 

       ９月  令和５年９月定例月会議に指定管理候補者の選定状況を報告 

             10月  選定委員会による審査 

       11月  指定管理者の決定 

令和５年 11月定例月会議に指定管理者指定の議案を提出 

  令和６年 １月  指定管理者の指定、告示 

       ３月  指定管理者と基本協定書を締結 

       ４月  指定管理者による施設管理を開始 
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 別紙「各施設個別の基本的事項」 

施設の 

名称 
三重県流域下水道施設 

施 設

の 概

要 

所 在

地 

北部浄化センター  

三重郡川越町大字亀崎新田 80番地の 2 

南部浄化センター 

四日市市楠町北五味塚 1085番地の 18 

志登茂川浄化センター 

 津市白塚町 1592番地 

雲出川左岸浄化センター 

津市雲出鋼管町 52番地の 5 

松阪浄化センター 

松阪市高須町 3922番地 

宮川浄化センター 

伊勢市大湊町 1126番地 

構 造

規 模

等 

北部浄化センター 

 処理能力 １４９，４９０㎥／日 

南部浄化センター 

 処理能力   ６４，６００㎥／日 

志登茂川浄化センター 

 処理能力  １１，３３３㎥／日 

雲出川左岸浄化センター 

処理能力   ４０，２２０㎥／日 

松阪浄化センター 

 処理能力   ３８，９５０㎥／日 

宮川浄化センター 

 処理能力   ２６，８００㎥／日 

施設の設置

目的（役割） 

公衆衛生の向上に寄与するとともに、公

共用水域の水質保全に資する。 

施設運営の

基本的な方

向性（運営

方針） 

流域下水道の効率的な運営を図り、県民

の健康で快適な生活環境の向上と公共用水

域の水質保全に資する。 

 

成果目標 目標放流水質（最大値）  

北部浄化センター  

BOD １４mg/ℓ  COD １８mg/ℓ   

SS  ２０mg/ℓ  T-N ２０mg/ℓ   

T-P ２．１mg/ℓ 

汚泥の含水率  

北部浄化センター 76%以下 

(他の浄化センター（現在流入水量の少ない 

志登茂川浄化センターを除く）についても 

同項目の目標値を設定しています） 

指定管理者

に支払う施

設管理経費

の上限額 

３１，１１０，２５１千円 

６年度  ５，９９５，８９３千円 

７年度 ６，１９９，４６７千円 

８年度 ６，２０９，５７５千円 

９年度 ６，３５０，８４６千円 

１０年度 ６，３５４，４７０千円 
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 別紙「各施設個別の基本的事項」 

 

施設の 

名称 

 

三重県営住宅 

＜北勢ブロック＞ 

三重県営住宅及び 

三重県特定公共賃貸住宅 

＜中勢・伊賀ブロック＞ 

施 設

の 概

要 

所 在

地 

 

桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、

川越町、菰野町（１５団地） 

津市、伊賀市、名張市（２１団地） 

 

構 造

規 模

等 

管理戸数 １，２７３戸 

 うち、県営住宅 １，２７３戸 

 

ＲＣ（鉄筋コンクリート造） 

４４１戸 

ＰＣ（プレキャストコンクリート造） 

７９２戸 

ＣＢ（コンクリートブロック造） 

４０戸 

 

管理戸数 ２，００３戸 

 うち、県営住宅 ２，００１戸 

 

ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート造） 

１３４戸 

ＲＣ（鉄筋コンクリート造） 

６１１戸 

ＰＣ（プレキャストコンクリート造） 

１，２３２戸 

ＣＢ（コンクリートブロック造） 

２６戸 

 

施設の設置

目的 

（役割） 

住宅に困窮する低額所得者に対し

て県営住宅を供給し、これを低廉な家

賃で賃貸することにより、県民生活の

安定と社会福祉の増進に寄与する。 

 

住宅に困窮する低額所得者（特定公

共賃貸住宅にあっては中堅所得者）に

対して県営住宅等を供給し、これを低

廉な家賃で賃貸することにより、県民

生活の安定と社会福祉の増進に寄与

する。 

 

施設運営の

基本的な方

向性（運営

方針） 

県営住宅が公の施設として公共性

を有することを十分に理解し、その趣

旨を尊重しながら、自らの創意工夫を

活かし、県営住宅の設置目的に従って

施設の効用を最大限に発揮させ、県が

めざす施策の実現に寄与する。 

入居者に対するサービスの向上及

び経費の縮減を図り、もって県民福祉

の一層の増進を図る。 

 

県営住宅等が公の施設として公共

性を有することを十分に理解し、その

趣旨を尊重しながら、自らの創意工夫

を活かし、県営住宅等の設置目的に従

って施設の効用を最大限に発揮させ、

県がめざす施策の実現に寄与する。 

入居者に対するサービスの向上及

び経費の縮減を図り、もって県民福祉

の一層の増進を図る。 

 

成果目標 建物の点検管理 

（毎月２回以上の点検） 

迅速かつ誠実な対応 

（１時間以内の対応） 

 

建物の点検管理 

（毎月２回以上の点検） 

迅速かつ誠実な対応 

（１時間以内の対応） 

 

指定管理者

に支払う施

設管理経費

の上限額 

１，２７６，１６２千円 

  ６年度 ２４８，１３０千円 

  ７年度 ２６０，３３５千円 

  ８年度 ２６６，９９７千円 

  ９年度 ２４４，９８３千円 

10年度 ２５５，７１７千円 

 

１，４７４，７４６千円 

  ６年度 ２９９，４０７千円 

  ７年度 ２９４，８９０千円 

  ８年度 ３１２，１９１千円 

  ９年度 ２９８，４８１千円 

10年度 ２６９，７７７千円 
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施設の 

名称 

 

三重県営住宅及び 

三重県特定公共賃貸住宅 

＜南勢ブロック＞ 

三重県営住宅 

＜東紀州ブロック＞ 

施 設

の 概

要 

所 在

地 

松阪市、伊勢市、鳥羽市（１６団地） 

 

尾鷲市、熊野市、御浜町（7団地） 

構 造

規 模

等 

管理戸数 ６１１戸 

 うち、県営住宅 ６０９戸 

 

ＲＣ（鉄筋コンクリート造） 

１３４戸 

ＰＣ（プレキャストコンクリート造） 

４３９戸 

ＣＢ（コンクリートブロック造） 

３８戸 

 

管理戸数 １２２戸 

 うち、県営住宅 １２２戸 

 

ＲＣ（鉄筋コンクリート造） 

３６戸 

ＰＣ（プレキャストコンクリート造） 

８０戸 

ＣＢ（コンクリートブロック造） 

６戸 

 

施設の設置

目的 

（役割） 

住宅に困窮する低額所得者（特定公

共賃貸住宅にあっては中堅所得者）に

対して県営住宅等を供給し、これを低

廉な家賃で賃貸することにより、県民

生活の安定と社会福祉の増進に寄与

する。 

 

住宅に困窮する低額所得者に対し

て県営住宅を供給し、これを低廉な家

賃で賃貸することにより、県民生活の

安定と社会福祉の増進に寄与する。 

施設運営の

基本的な方

向性（運営

方針） 

県営住宅等が公の施設として公共

性を有することを十分に理解し、その

趣旨を尊重しながら、自らの創意工夫

を活かし、県営住宅等の設置目的に従

って施設の効用を最大限に発揮させ、

県がめざす施策の実現に寄与する。 

入居者に対するサービスの向上及

び経費の縮減を図り、もって県民福祉

の一層の増進を図る。 

 

県営住宅が公の施設として公共性

を有することを十分に理解し、その趣

旨を尊重しながら、自らの創意工夫を

活かし、県営住宅の設置目的に従って

施設の効用を最大限に発揮させ、県が

めざす施策の実現に寄与する。 

入居者に対するサービスの向上及

び経費の縮減を図り、もって県民福祉

の一層の増進を図る。 

 

成果目標 建物の点検管理 

（毎月２回以上の点検） 

迅速かつ誠実な対応 

（１時間以内の対応） 

 

建物の点検管理 

（毎月２回以上の点検） 

迅速かつ誠実な対応 

（１時間以内の対応） 

 

指定管理者

に支払う施

設管理経費

の上限額 

４９１，９３６千円 

  ６年度 ９７，３６６千円 

  ７年度 １０５，２３１千円 

  ８年度 １０３，３６３千円 

  ９年度 １００，１１６千円 

10年度 ８５，８６０千円 

 

１７５，３９４千円 

  ６年度 ３２，３６１千円 

  ７年度 ４１，３５０千円 

  ８年度 ４１，５９０千円 

  ９年度 ２９，７４３千円 

10年度 ３０，３５０千円 
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（４）議案第５１号 

「令和４年度三重県一般会計補正予算（第１１号）」（関係分） 

 

（５）議案第６２号 

「令和４年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）」 

 

 

１ 会計別総括表                                         （単位：千円） 

区     分 補正前の額 補 正 額 
補正後の 

予算額 

  一 般 会 計 103,415,398 △ 2,208,547 101,206,851 

 土 木 費 95,034,003 419,320 95,453,323 

災害復旧費 8,381,395 △ 2,627,867 5,753,528 

  特別会計（港湾整備事業） 163,551 763 164,314 

合    計 103,578,949 △ 2,207,784 101,371,165 

 

 

２ 事業別総括表（一般会計）                           （単位：千円） 

 

 

 

区     分 補正前の額 補 正 額 
補正後の 

予算額 

公 

共 

事 

業 

国補公共事業 37,090,318 2,920 37,093,238 

直 轄 事 業 19,070,382 69,779 19,140,161 

県単公共事業 21,706,551 594,348 22,300,899 

小  計 77,867,251 667,047 78,534,298 

受託公共事業 463,178 △ 58,669 404,509 

災害復旧事業        8,381,395 △ 2,627,867 5,753,528 

計 86,711,824 △ 2,019,489 84,692,335 

その他事業（非公共事業） 

（ 非 公 共 事 業） 

一般会計 

16,703,574 △ 189,058 16,514,516 

合    計 

一般会計 

103,415,398 △ 2,208,547 101,206,851 
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【国補公共事業】         ２９２万   円 

 （主なもの） 

   砂防事業          ７８２万   円 

    砂防整備交付金事業費   ７８２万   円 

 

 

【直轄事業】         ６，９７７万 ９千円 

 （主なもの） 

   直轄河川事業負担金   ７，９１６万 ５千円 

 

 

【県単公共事業】              ５億 ９，４３４万 ８千円 

 （主なもの） 

   県単維持事業             ５億 ９，５５６万 ９千円  

公共土木施設維持管理費      ５億 ９，５５６万 ９千円 

 

 

【受託公共事業】       △ ５，８６６万 ９千円 

 （主なもの） 

   河川事業         △  ５，２８１万 ５千円  

    治水ダム建設事業費  △ ５，０００万   円 

 

 

【災害復旧事業】              △ ２６億 ２，７８６万 ７千円 

 （主なもの） 

   令和４年災害土木（建設）復旧費   △ １４億 ９，９１３万 ２千円 

令和３年災害土木（建設）復旧費   △  ７億 ５，１２３万 ７千円 

   平成３１年災害土木（建設）復旧費  △  ４億 ３，７９４万 ６千円 

 

 

【その他事業】     △  １億 ８，９０５万 ８千円 

 （主なもの） 

   職員人件費    △  １億 ７，６５８万 ７千円 
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【繰越明許費】 

 

（繰越明許費一覧表）                         （単位：千円） 

科     目 補正前の額 
今回追加・変
更を行う額 

補正後の額 備      考 

一般会計 12,500,394  33,574,867 46,075,261  

土 木 費 12,500,394 28,788,220 41,288,614  

土 木 管 理 費 － 6,881,152  6,881,152  
公共土木施設維持管理

費ほか２事業 

道路橋りよう費 7,175,017 11,019,761 18,194,778 
道路整備交付金事業費

ほか１７事業 

河 川 海 岸 費 4,794,177 7,925,892 12,720,069 
砂防整備交付金事業費

ほか２２事業 

港 湾 費 468,700 1,435,600  1,904,300 
海岸高潮対策（港湾）

費ほか６事業 

都 市 計 画 費 62,500 1,495,815 1,558,315 
街路整備交付金事業費

ほか９事業 

  住  宅  費 － 30,000 30,000 公営住宅建設費 

災害復旧費 － 4,786,647 4,786,647  

土木施設災害復旧費 － 4,786,647 4,786,647 
令和３年災害土木（建

設）復旧費ほか５事業 

  県 土 整 備 部 計 12,500,394 33,574,867 46,075,261  
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（６）議案第６７号 

「令和４年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第４号）」 

 

企業会計（流域下水道事業）総括表                  （単位：千円） 

              
補正前の額 補 正 額 

補正後の 

予算額 

収益的収入 (ｱ) 14,122,417 △51,803 14,070,614 

  

  

営業収益    6,544,562 △12,638       6,531,924 

営業外収益    7,577,855 △39,165       7,538,690 

収益的支出 (ｲ) 13,905,380 △24,138 13,881,242 

 

営業費用 13,090,984 △84,516 13,006,468 

営業外費用 813,896 △65,301       748,595 

特別損失 ― 125,679       125,679 

収益的収支差 (ｱ)-(ｲ) 217,037 △27,665 189,372 

純損益（税抜き）   201,156 △102,109 99,047 

資本的収入 (ｳ) 10,332,171 9,695 10,341,866 

  

  

  

企業債 2,050,100 △1,000       2,049,100 

補助金   6,569,490 6,319       6,575,809 

負担金 1,700,505 5,318       1,705,823 

雑収入  12,076 △942       11,134 

資本的支出 (ｴ) 10,977,272 7,880 10,985,152 

 建設改良費    7,903,528 7,880       7,911,408 

資本的収支差 (ｳ)-(ｴ) △ 645,101 1,815 △ 643,286 

 

45



（７）議案第２７号 

「三重県手数料条例の一部を改正する条例案」 
 

１ 建築基準法の一部改正に伴う建築許可等申請手数料の整備 

（１）改正理由 

建築基準法の一部改正（令和４年６月１７日公布）に鑑み、建築物の容積率の特

例認定申請手数料等を整備するものです。 

 

（２）改正内容 

 既存建築ストックの省エネ化に資する形態規制等の合理化を図るため、建築基準

法が一部改正され、構造上やむを得ない場合における容積率（法第 52条）、高さ制

限（法第 55条、法第 58条）の特例許可が拡充されたこと等に鑑み、申請手数料等

を整備します。 

 
改正条項 内容 種類 手数料額の根拠 

法 52条第 6項 容積率 認定 既存の類似認定申請手数料と同額 

法 55条第 3項 高さ制限 許可 既存の類似許可申請手数料と同額 

法 58条第 2項 高さ制限 許可 既存の類似許可申請手数料と同額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）条例の施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

(国土交通省資料から引用) 法第 52条関係 

容積率の制限 

都市計画により定められた容積率の制

限を超えてはならない  
現 

行 

省エネに資する外断熱改修等の工事に

より容積率制限を超えることに対する

特例許可等を拡充 
 
改
正
後 

法第 55条、法第 58条関係 

高さの制限 

第一種低層住居専用地域等や高度地区

においては、原則として都市計画により

定められた高さの制限を超えてはなら

ない 

 
現 

行 

 
改
正
後 

屋上への省エネ設備の設置や屋根断熱

改修等の工事により高さ制限を超える

ことに対する特例許可を拡充 

 

 

 

絶対高さ制限 

   ▼ 

 

外断熱改修を行う場合、外

壁の厚さが外側に大きくな

り床面積が増加し、容積率

制限に抵触する場合があ

る。 

 

新たに屋上に省エネ

設備や再生可能エネ

ルギーを設ける場合

に、高さの制限に抵

触する場合がある。 

 

 

構造上やむを得ないものの例 
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２ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴う低炭素認定等

申請手数料の整備 

（１）改正理由 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正（令和４年１１月７日

公布）に鑑み、「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」に基づく低炭

素建築物新築等計画認定（低炭素認定）申請手数料等を整備するものです。 

 

（２）改正内容 

エコまち法に基づく低炭素認定及び「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律（建築物省エネ法）」に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定（向上

計画認定）において、申請側・審査側の負担軽減等を図れるよう、計算によらず仕

様を確認する簡易な評価方法（仕様基準）が追加されたことに鑑み、申請手数料を

整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（３） 条例の施行期日 

   公布の日 

仕様基準イメージ 
（国土交通省資料から引用） 
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